
 

 

◆連合の見解 

・企業内最低賃金協定改定

の取組み組合数は昨年同

時期並みだが、回答額は

着実に上昇している。 

・すべての労働者の立場に

立った「働き方」の改善

やジェンダー平等・多様

性の推進に向けても数多

くの取組みがなされてい

る。 

 

 物価上昇が続く中、賃上

げを前向きにとらえている

企業は多くなっています。

政府においても、最低賃金

の「全国平均 1,000円」達

成を視野に議論が進められ

ています。 

 今後も賃上げ機運は高ま

る予想で、企業としてもそ

の分の利益確保が必須とな

るでしょう。 

 

永年勤続表彰金の社会保

険、労働保険および課税

上の取扱い 

 
◆社会保険上の取扱い 

今年６月 27日に、「標準報

酬月額の定時決定及び随時

改定の事務取扱いに関する

事例集」に以下の問答が追加

されました。 

問 事業主が長期勤続者に

対して支給する金銭、金券

又は記念品等（以下「永年

勤続表彰金」という。）は、

「報酬等」に含まれるか。 

答 永年勤続表彰金につい

ては、企業により様々な形

態で支給されるため、その

取扱いについては、名称等

で判断するのではなく、そ

の内容に基づき判断を行

う必要があるが、少なくと

も以下の要件を全て満た

すような支給形態であれ

ば、恩恵的に支給されるも

のとして、原則として「報

酬等」に該当しない。 

ただし、当該要件を一つ

でも満たさないことをも

って、直ちに「報酬等」と

判断するのではなく、事業

所に対し、当該永年勤続表

彰金の性質について十分

確認した上で、総合的に判

断すること。 

【永年勤続表彰金における

判断要件】 

① 表彰の目的 

企業の福利厚生施策

又は長期勤続の奨励策

として実施するもの。な

お、支給に併せてリフレ

ッシュ休暇が付与され

るような場合は、より福

利厚生としての側面が

強いと判断される。 

② 表彰の基準 

勤続年数のみを要件

として一律に支給されるも

の。 

③ 支給の形態 

社会通念上いわゆるお

祝い金の範囲を超えてい

ないものであって、表彰

の間隔が概ね５年以上の

もの。 

 

◆労働保険上の取扱い 

行政手引 50502 によると、

「勤続年数に応じて支給され

る勤続褒賞金は、一般的には、

賃金とは認められない。」と

されています。 

 

◆課税上の取扱い 

国税庁のタックスアンサー

No.2591 によると、創業記念

で支給する記念品や永年にわ

たって勤務している人の表彰

に当たって支給する記念品な

どは、一定の要件を満たして

いれば、給与として課税しな

くてもよいことになっていま

す。 

ただし、記念品の支給や旅

行や観劇への招待費用の負担

に代えて現金、商品券などを

支給する場合には、その全額

（商品券の場合は券面額）が

給与として課税されます。 

 

 

 

 

 

 

 

という回答もあります。 

これらを踏まえて既存の

業務の見直しなどを行い、シ

ニア採用を実施すれば、シニ

アのみならず今後の多用な

人材の採用活動や、いったん

退職した人の再雇用などの

場面にも良い影響を与える

でしょう。 

 

◆今後の課題 

人手が不足している企業

では、シニアの採用が今後い

っそう検討すべき課題とな

ります。一方で、今いる中堅

社員の介護離職を防止する、

「多様な働き方」に対応して

自社の魅力アップにつなげ

るなどの取組みも重要とな

ってきます。介護離職の防止

に関しては、来年にも法改正

が行われる見込みですので、

今後の情報に留意しておき

ましょう。 

 

 

2023年春闘は高水準～連

合集計より 
 

 ７月５日、2023年の春季

生活闘争（春闘）の最終回

答集計が連合より発表され

ました。その結果の概要を

お伝えします。 

◆賃上げの数値（月例賃

金）は 

5,272組合の「定昇相当

込み賃上げ計」は、加重平

均で 10,560円（3.58％）

と、昨年と比べると 4,556 

円（1.51ポイント）増えて

います。 

上記のうち 300 人未満の

中小組合 3,823 組合は、

8,021 円（3.23％）で、昨

年比 3,178 円（1.27ポイン

ト）増える結果となりまし

た。 

賃上げ分が明確に分かる 

3,186 組合の「賃上げ分」

は 5,983 円（2.12％）、う

ち中小組合 2,019 組合は 

4,982 円（1.96％）とな

り、いずれも賃上げ分の集

計が開始された 2015年以降

で最も高い結果となってい

ます。 

有期・短時間・契約等労

働者の賃上げ額は、加重平

均で時給 52.78 円（昨年比

29.35 円増）、月給 6,828 

円（同 2,831 円増）で、引

上げ率は概算でそれぞれ 

5.01％・3.18％となり、時

給は一般組合員（平均賃金

方式）を上回る結果になり

ました。 

 

シニア採用の現状と課題 
 

マイナビが行った、非正規

雇用の採用業務に携わった

人を対象とした調査（2023

年）の結果によると、人手不

足を背景に、非正規雇用のシ

ニア（65 歳以上）の採用につ

いて、警備、介護、ドライバ

ーといった業種で採用実績

が高いようです。 

 ○警備 89.4％（前年比

1.2 ポイント増加） 

○介護 79.6％（前年比

2.5 ポイント増加） 

 ○ドライバー 78.6％（前

年比 6.9 ポイント増加） 

 

◆シニアを採用する理由、 

採用したくない理由 

この調査で、シニア採用を

している、または採用意向が

あると回答した人の「シニア

を採用したい理由」として

は、「人手不足の解消・改善に

繋がるから」（51.2％）、「専門

性が高い・経験が豊富」

（37.1％）、「これまで採用し

たシニアが優秀だったから」

（25.4％）といった回答が上

位に挙がっています。 

一方、シニアを採用したく

ない理由として、「体力や健

康面に不安がある」（53.7％）
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